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７．細胞診検査
（1）　調査総括
　今回調査に参加した施設は 15 施設であった。
自施設で細胞診検査を行っている 15 施設につ
いて、細胞診専門医、細胞検査士の充足状況、
年間処理検体数とその成績、ダブルチェック、
要精検者の追跡調査の状況、自己採取に関する
調査、標本の保存状態に関する調査を行った。
さらに子宮頸部、子宮内膜、喀痰の陽性標本に
ついて細胞診標本の抜き取り調査を実施した。

（2）　項目別の分析
ア）検査実施体制
① 　細胞診業務実施状況（表１）は、細胞診実

施施設 15 施設のうち、自施設で実施してい
る施設は 11、他施設に一部外注している施
設は４施設であった。他施設に全部外注して
いる施設は見られなかった。

② 　自施設で細胞診検査を行っている 15 施設
のうち、日本臨床細胞学会の施設認定（表２）
を得ている施設は 14、未認定施設は１施設
であった。

③ 　検体の種別（表３）では、検体の委託元を
把握していない施設はなかった。複数回答
があり 15 施設のうち医療機関からの委託が
14、区市町村検診からの検体を扱う施設が
10、職域検診からが９施設であった。

④ 　年間処理受託検体数（表４）は約 312 万件
であり前年と大きな変動はなかった。部位別
割合は、子宮頸部 75.2％、子宮内膜 7.3％、
喀痰 5.3％であり、この３者で全体の 90％近
くを占めている。

⑤ 　子宮頸がん検診の自己採取検体による細胞
診は、15 施設中 11 施設で行われており全て
委託元を把握していた。標本総数は約 57,000
件で、年間 10,000 件以上の自己採取検体を
受託している検査所は昨年１施設のみであっ
たが、今回は３施設であった。自己採取が全
検体の 10％以上を占めていた施設が 11 施設
中２施設にみられたが、１施設は不明として

いた（表５、表７－６）。
⑥ 　標本の適否の判断（表６－１）については

全 15 施設で「している」と回答した。子宮
がん細胞診検査結果（表７－４）において不
適正検体の割合は施設により差が大きかっ
た。

⑦ 　細胞診標本の保存体制（表６－２）につい
ては、陽性標本は 15 施設中 14 施設において
10 年以上保存、陰性標本は 15 施設中 14 施
設において５年以上保存と回答した。１施設
は標本を保存していないと回答した。

⑧ 　オートスクリーニングの実施状況（表６－
３）は、検体を限定して（婦人科細胞診）実
施されている施設が３施設にみられた。

⑨ 　標本に対するダブルチェック実施体制（表
７－７（１））は、全 15 施設で対象検体とし
て主に疑陽性以上を挙げた。このうち全陰性
検体におけるダブルチェックの実施率が 10
％以上であった施設は 14 施設であった（表
６－４、７－７（１））。

⑩ 　要精検者の追跡調査（表６－５）は、15
施設のうち 13 施設で実施されていた。30％
以上の要精検者を追跡している施設は４施設
であったが、追跡調査の割合にはばらつきが
あった。

⑪ 　陽性検体の過去の成績との調査・検討（表
６－６）は、全 15 施設で行われていた。

⑫ 　検査士個人別の陽性検体ピックアップ率
（表６－７）は、全 15 施設で把握されていた。

⑬ 　細胞診に従事する人員の充足状況について
（表７－１）

　15 施設全体で、細胞診の指導に直接あたっ
ている専門医は常勤 15 名、非常勤 99 名であり、
非常勤の医師が多い状況は変わらなかった。夜
勤の非常勤医師を雇用している施設が１施設に
見られた。常勤医師を有する施設は８施設であ
った。
　細胞検査士は 440 名（常勤 122 名、非常勤
318 名）であり、依然として非常勤の細胞検査
士への依存度が高いことを示した。
⑭ 　婦人科標本における液状細胞診（表８）は
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全 15 施設で実施されていた。
　　　
イ）検査結果の分析
①　部位別、施設別の要精検率
　子宮頸部、内膜、喀痰細胞診における疑陽性
以上の要精検率は 1.7－7.9％に分布した。要精
検率に開きがある原因の一つとして、ベセスダ
システムにおける ASC-US の判定が増加して
いるが、施設によってその割合に偏りが見られ
ることが挙げられる。自施設での判定基準をも
う一度検討しておくことも必要である。部位別
では子宮頸部ベセスダ分類で 2.0－8.7％、子宮
内膜で 0.9－7.7％、喀痰で 0.0－6.2％であった。
全体的には子宮頸部が内膜、喀痰に比べ高い要
精検率であった（表７－４、７－５、７－７

（２））。また、自己採取法による子宮頸部検体
における陽性検体数は 516 件、要精検率は 0.9
％と施設検診による要精検率に比べ低い水準で
あり、採取法の問題が考えられる。（表７－６）
②　不適正例の分析（表７－４、７－５）
　子宮頸部標本における不適正検体（判定不能
例）は約 236 万件のうち 2,536 件（0.1％）であ
った。不適正検体が多い施設では、細胞採取の
方法、器具に関して再検討を要する。不適正と
判定する際には、なぜ「不適正」とするのか、
その内容を具体的に指摘して、教育的なコメン
トを付すことが望ましい（日本臨床細胞学会）
とされる。不適正検体数が０件とした施設を含
め、各施設の標本適否の判断についてより詳細
な聞き取りが必要と考えられた。ベセスダ分類
による判定に習熟したことと現場の臨床医の適
正標本を作製するための細胞採取方法が周知さ
れてきたが、引き続き適正標本の作製について
依頼者側とともに努力いただきたい。また子宮
内膜標本の判定不能検体は 4,965 件（2.2％）で
あった。喀痰の判定不能検体はクラス分類では
約 12.5 万件のうち 4,163 件（3.3％）、ABC 分
類では約 8.9 万件のうち 7,474 件（8.3％）であ
った。
③　ダブルチェック（表６－４、７－７（１））
　ダブルチェックの実施体制は全施設で認めら

れた。精度管理の上から、陰性標本の 10％以
上について、細胞診専門医若しくは細胞検査士
がダブルチェックによる再検査を行うように努
めることが求められている。
④　追跡調査（表６－５）
　細胞診の精度管理にあたっては追跡調査によ
るフィードバックが重要である。追跡調査を実
施していない施設は 15 施設中２施設に見られ
たが、医療機関の理解と協力を得ながら実施し
ていただきたい。
⑤　細胞診に直接従事する人員について（表７
－１）
　常勤の細胞検査士が不在である施設を１施設
に認め、業務全般が非常勤に依存している体制
は改善が見られなかった。特に夜勤を含めた非
常勤の体制をとる施設が５施設に見られた。細
胞診断において、細胞診専門医と細胞検査士の
診断システムの構築は内部精度管理の上からも
重要な課題である。常勤専門医の確保は必ずし
も容易ではないと思われるが、検査士および専
門医の常勤体制の整備には引き続き努めていた
だきたい。年間総受託件数が 10 万件を超える
８施設のうち６施設では常勤専門医が確保され
ていたが、２施設では常勤が不在であった。10
万件以下の７施設では常勤専門医が確保されて
いるのはわずか２施設であった。

ウ）標本の抜き取り調査（表９－１、９－２）
　2019 年度の有所見検体のうち、４月以降の
最も早い月日に検出された下記に該当する検体
の提出を求めた。

（ア）子宮頸がん検診
　判定：ベセスダ分類 ASC-US の一枚（ＣＹ１）
　判定：ベセスダ分類 AGC の一枚（ＣＹ２）

（イ）子宮体がん検診
　判定：疑陽性または陽性の一枚（ＣＹ３）

（ウ）肺がん（喀痰）検診
　判定：疑陽性（判定基準 C または D の一部、
あるいは class Ⅲ a またはⅢ b）の一枚（ＣＹ４）
　判定：陽性（判定基準 D の一部または E、
あるいは class ⅣまたはⅤ）の一枚（ＣＹ５）
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　なお、提出検体（標本）の細胞検査士のコメ
ント、判定報告書および診療機関からのコピー
を添えることと、患者名、診断医名、細胞検査
士名は予め消して提出するよう依頼した。

抜き取り調査の総合評価について
　子宮頸部標本についてはベセスダシステムに
準拠した報告様式による標本の提出を求めた
が、約半数の施設ではクラス分類と併記されて
いた。子宮頸部標本は ASC-US と判定された
標本の提出を求めた。ASC-US 判定は抜き取り
検体においては問題なかったが、判定の割合に
はばらつきがあった。引き続き日本臨床細胞学
会の研修制度などを利用して施設内での所見の
基準化を図る必要がある。標本の適否、コメン
ト内容の適否、スクリーニングの適否などの個
別および総合評価については表９に示した。細
胞所見の記載が乏しい報告や報告様式の修正が
望まれる施設が一部にあったが、全般的には良
好であった。検査所の努力はもとより検体を出
す依頼者側の細胞採取、固定の重要性が周知さ
れた結果とも考えられる。また子宮頸部標本に
おいては液状検体が普及した結果とも考えられ
るが今後の動向を注視していきたい。

（3）　今後の課題とまとめ
１ ．細胞診専門医と細胞検査士の全体的な人的

不足、非常勤に依存している傾向は改善され
ていない。専門医と検査士の診断システムの
構築において相互の情報交換が内部精度管理
にもなることを十分に認識いただき、指導監
督医、精度管理責任者の連携した体制整備に
期待したい。特に夜間の非常勤では教育体制
やダブルチェック体制が十分に機能されない
可能性があることを認識いただき、各施設で

の早急な改善が望まれる。
２ ．標本のダブルチェック体制、要精検者の追

跡調査、陽性標本の過去の成績調査などは、
精度管理の上から避けて通れない課題であ
る。日本臨床細胞学会における施設認定にお
いても重要な事項となっている。陰性標本の
ダブルチェックは 10％を超えるように努力
いただきたい。また、検査士ごとの陽性検体
ピックアップ率を把握しておくことは、施設
としての水準評価にも繋がることから引き続
き取り組んでいただきたい。

３ ．標本の保存は、委託元の諸記録の保存期間
とも連動する事項であるが、各施設において
も基準を明確にするなど積極的に取り組むこ
とが望まれる。陰性標本についても、最低５
年間の保存はお願いしたい。

４ ．自己採取による子宮頸がん検診の陽性率の
低さは以前から指摘されているところであ
り、精検率の低さと判定不能率が高いことを
依頼者側に周知し理解を得る努力は今後も継
続いただきたい。

５ ．不適正検体と判定することは、依頼者側か
らのクレームの一因となることが予想される
が、判定不能標本は依頼者側の標本作製過程

（細胞採取や固定条件）に問題があることも
少なくない。不適正検体の割合が高い施設が
ある一方で、不適正検体を０件とした施設が
あったことも注目される。不適正検体に対す
る真の精度評価は依頼者側と検査所側の両者
の状況より判定する必要がある。

６ ．検体種別の要精検率は、施設により偏りが
ある。数年間の自施設の要精検率、検査士個
人毎のピックアップ率を把握し、自施設の指
標や基準を確認していただきたい。
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表１．細胞診業務実施の有無 表２．日本臨床細胞学会の施設認定について

表３．検体の種別（複数回答あり）

表４．年間処理受託検体数（自施設で実施している検体数のみ）

表５．婦人科（子宮頸部）の自己採取検体数について

全体 15
自施設で実施している 11
他施設に一部外注している 4
他施設に全部外注している 0

全体 15
認定施設である 14
認定施設ではない 1

全体 15
把握している 15
　区市町村検診 10
　職域検診 9
　医療機関からの委託 14
　その他 3

総数（件） 区市町村分 その他 不明
子宮 頸部 2,345,417 632,023 1,407,281 306,113

内膜 227,926 37,494 159,604 30,828
喀痰 164,665 52,895 81,509 30,261
体腔液 11,271 0 8,287 2,984
尿 288,729 35 257,038 31,656
穿刺細胞診 乳腺 19,086 0 16,107 2,979

甲状腺 6,421 0 4,408 2,013
その他 25,720 0 25,341 379

その他 29,988 0 20,119 9,869
3,119,223 722,447 1,979,694 417,082総数

内訳

検体の有無 検査所数

全　体 15
な　い 4
あ　る 11
 委託元を
 　把握している 11
 　一部把握している 0
 　把握していない 0

全検体数(子宮頸部)に占める割合

11体全
1満未％1
7満未％5～％1
2～％01
1明不

検査所数
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表６．検査実施体制について
表６－１．標本の適否の判断

実施状況 検査所数

全体 15
している 15
していない 0

実施状況

全体 15
実施していない 12
実施している 0
一部実施している 3
（婦人科検体のみ）

検査所数

実施状況

全　体 15
あ　る 15
な　い 0

検査所数 全陰性検体数に占める割合

51体全
　10％未満 1
　10％～15％未満 9
　15％～20％未満 2
　20％～25％未満 2
　25％～30％未満 1

検査所数

表６－２．細胞診標本の保存

検査所数

1存保例全

陽性及び陰性標本 陽性標本 陰性標本
を個別に保存 10年 5年 8

20年 5年 3
永久 5年 2

1いないてし存保

期　間 

10年

表６－３．オートスクリーニング

表６－４．ダブルチェック

表６－５．陽性検体の追跡調査

実施状況

全体 15
追跡調査なし 2
追跡調査あり 13
　 1％～10％未満 5
　 10％～30％未満 4
　 30％～70％未満 3
　 70％～100％未満 1

検査所数

表６－６．陽性検体の過去の
　　　　　成績との調査・検討

実施状況

全体 15
行っている 15
行っていない 0

検査所数

表６－７．検査士個人別の
　　　　　陽性検体ピック
　　　　　アップ率の把握

実施状況

全体 15
している 15
していない 0

検査所数
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７

－
６

．
婦

人
科

（
子

宮
頸

部
）

の
自

己
採

取
検

体
数

に
つ

い
て

 （
平

成
31

年
４

月
１

日
～

令
和

２
年

３
月

31
日

）

検
体
数

(１
年
間

)
N

IL
M

A
SC

-
U

S
A

S
C

-
H

L
S
IL

H
SI

L
S
C

C
A

G
C

A
IS

A
de

n
o

ca
rc

in
om

a
ot

h
er

m
al

g.
不
適
正

検
体

検
体
数

(１
年
間

)
ク
ラ
ス
Ⅰ

ク
ラ
ス
Ⅱ

ク
ラ
ス
Ⅲ

a
ク
ラ
ス
Ⅲ

b
ク
ラ
ス
Ⅳ

ク
ラ
ス
Ⅴ

保
留

判
定

不
能

6 
な
い

2
1
 

あ
る

1
6
,9

4
2
 

1
6
,8

4
4
 

78
 

2
0
 

23
 
な
い

3
6
 

あ
る

3
5
 

3
5
 

0
 

0
 

0 
0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

0
 

5
0
1
 

36
1
 

1
3
1 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
8
 

あ
る

8
5
8
 

8
4
3
 

11
 

0
 

4
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

0
 

47
 
な
い

4
8
 

あ
る

1
,1

7
6
 

1
,1

5
5
 

8
 

2
 

3
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

31
 

1,
6
1
2
 

1
,1

4
5
 

4
1
5 

1
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
5
 

5
8
 

あ
る

7
9
8
 

7
7
8
 

17
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

1
 

8
2
 

あ
る

1
3
,6

2
4
 

1
3
,4

4
2
 

76
 

7
 

15
 

0
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

84
 

8
3
 

あ
る

1
,2

2
4
 

1
,1

6
0
 

3
 

0
 

3
 

2
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

56
 

8
4
 

あ
る

2
,9

0
3
 

2
,7

7
7
 

64
 

9
 

2
7
 

1
0
 

0
 

1
2 

0
 

0 
0
 

4
 

8
5
 

あ
る

1
2
,0

4
7
 

1
1
,7

6
5
 

52
 

3
 

49
 

4
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

1
74

 
8
6
 

4
8
 

3
8 

0
 

0
 

0 
0
 

0
 

0
 

8
6
 

あ
る

90
 
な
い

9
5
 

あ
る

5
,0

5
8
 

5
,0

4
5
 

8
 

2
 

1
 

1
 

0
 

0 
0
 

0 
0
 

1
 

総
数

5
4
,6

6
5
 

5
3
,8

4
4
 

3
17

 
4
3
 

10
4
 

1
7
 

0
 

1
2 

0
 

0 
0
 

3
51

 
2,

1
9
9
 

1
,5

5
4
 

5
8
4 

2
1
 

2
 

0
 

0
 

0
 

1
5
 

成
績

（
①
ベ

セ
ス
ダ
分
類

）
施
設

N
o
.

検
体 の

有
無

成
績
（②

ク
ラ
ス
分
類
）
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表
７

－
７

．
検

査
実

施
体

制
（

１
）

実
施

体
制

者
当

担
体

検
象

対
全

陰
性

検
体

に
お

け
る
実

施
率

実
施

方
法

(対
象

検
体

)

6
あ
る

婦
人

科
：
N

IL
M
・
陰

性
の
一

部
、
A

S
C

-
U

S
・

A
G

C
・
疑

陽
性

以
上

・
判

定
不

能
例

は
全

て
喀

痰
：
C
判

定
以

上
は
全

て
　
尿

・
乳

汁
は
全

て

症
例

に
よ
り
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は

細
胞

検
査

士
と
専

門
医

1
2
.5

婦
人

科
：
N

IL
M
・
陰

性
の
一

部
、

2
回

以
上

連
続

し
た
判

定
不

能
例

・
A

S
C

-
U

S
・

A
G

C
・
疑

陽
性

以
上

全
て
　
喀

痰
：
C
判

定
以

上
全

て
と
A
及

び
B
判

定
例

の
一

部
尿

・
乳

汁
：
陽

性
例

全
て
と
陰

性
の
一

部

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

2
1

あ
る

cl
as

sⅡ
以

上
の
体

内
膜

と
cl

as
ss
Ⅲ

以
上

す
べ

て
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

5
.8

A
S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

2
3

あ
る

陰
性

検
体

の
1
0
％

。
A

S
C

-
U

S
・
疑

陽
性

・
ク
ラ

ス
Ⅲ

以
上

。
判

定
困

難
例

。
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

。
1
0
A

S
C

-
U

S
・
疑

陽
性

・
ク
ラ
ス
Ⅲ

以
上

お
よ

び
判

定
困

難
例

。
細

胞
診

専
門

医
行

っ
て
い
る

3
6

あ
る

陰
性

の
2
0
％

以
上

と
疑

陽
性

以
上

陰
性

：
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

,
陰

性
の
一

部
と
疑

陽
性

以
上

：
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

2
0
A

S
C

-
U

S
以

上
と
A

G
C
以

上
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ

Ⅲ
a以

上
細

胞
診

専
門

医
行

っ
て
い
る

3
8

あ
る

疑
陽

以
上

の
検

体
と
至

急
検

体
、
健

診
の
喀

痰
,穿

刺
吸

引
検

体
、
陰

性
で
も
専

門
医

の
判

定
が
必

要
と
思

わ
れ

る
検

体

細
胞

検
査

士
2
名

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
5
A

S
C

-
U

S
以

上
の
検

体
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

4
7

あ
る

陰
性

検
体

の
２
０
％

以
上

、
疑

陽
性

（
cl

as
sⅢ

a、
A
SC

-
U

S
）
以

上
は

い
る

あ
、

の
も

た
め

認
と

要
必

が
T

C
0

2
医

門
専

と
士

査
検

胞
細

A
S
C

-
U

S
以

上
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

4
8

あ
る

疑
陽

性
以

上
お

よ
び

判
定

困
難

例
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
0
疑

陽
性

以
上

お
よ
び

判
定

困
難

例
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

5
8

あ
る

疑
陽

性
以

上
お

よ
び

陰
性

の
一

部
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
0
A

S
C

-
U

S
、

C
la

ss
Ⅲ

 以
上

お
よ
び

専
門

医
の
判

定
が
必

要
と
思

わ
れ
る
症

例
細

胞
診

専
門

医
行

っ
て
い
る

8
2

あ
る

全
検

体
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
5
ク
ラ
ス
Ⅱ

以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

8
3

あ
る

疑
陽

性
以

上
、
陰

性
1
0
％

以
上

、
前

回
陽

性
例

、
難

解
症

例
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は

細
胞

検
査

士
と
専

門
医

1
0
A

S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

8
4

あ
る

疑
陽

性
以

上
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

1
0

L
S
IL
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

8
5

あ
る

疑
陽

性
以

上
、
穿

刺
材

料
を
含

む
特

殊
材

料
、

不
適

正
（
判

定
不

能
）
判

定
症

例
、
組

織
検

体
と

の
同

時
出

検
、
こ
れ

ら
の
全

症
例

は
ダ
ブ
ル

チ
ェ
ッ
ク
以

上
の
対

応
。
ま
た
左

記
以

外
で
陰

性
で
あ
っ
て
も
履

歴
の
あ
る
検

体
、

4
0
才

以
上

の
不

正
出

血
、
特

定
施

設
に
対

し
実

施
し
て
い

る
。

細
胞

検
査

士
と
専

門
医

1
4
A

S
C

-
U

S
以

上
、
ま
た
は

N
IL

M
で
も
難

解
な
症

例
や

、
検

査
士

間
で
乖

離
が
生

じ
た

症
例

（
不

適
正

判
定

含
む

）
な
ど
ま
た
は
ｸ

ﾗ
ｽ
Ⅲ

a以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

8
6

あ
る

疑
陽

性
以

上
の
全

例
と
陰

性
の
一

部
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

ま
た
は
細

胞
検

査
士

と
専

門
医

2
7
.8

A
S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅲ

a以
上

細
胞

診
専

門
医

行
っ
て
い
る

9
0

あ
る

疑
陽

性
以

上
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
0
A

S
C

-
U

S
ま
た
は
ｸ
ﾗ
ｽ
Ⅱ

b
以

上
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

9
5

あ
る

全
検

体
細

胞
検

査
士

2
名

以
上

1
1
.2

A
S
C

-
U

S
以

上
細

胞
診

専
門

医
行
っ
て
い
る

陽
性
者

の
過

去
の
成

績
と
の
調

査
検

討
担

当
者

施
設

N
o
.

最
終

診
断

実
施

体
制

ダ
ブ
ル

チ
ェ
ッ
ク
実

施
体

制
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表
７

－
７

．
検

査
実

施
体

制
（

２
）

要
精

検
数

(A
S
C

-
U

S
以

上
)

検
体

数
要

精
検

率
(％

)
要

精
検

数
(Ⅲ

a～
Ⅴ

)
検

体
数

要
精

検
率

(％
)

要
精

検
数

(疑
陽

・
陽

性
)

検
体

数
要

精
検

率
(％

)

要
精

検
数

(疑
陽

・
陽

性
、

C
～

E
、
Ⅲ

a～
V

)
検

体
数

要
精

検
率

(％
)

6
6
,4

8
6
 

2
2
5
,2

7
4
 

2
.9

 
3
1
 

9
0
1
 

3
.4

 
2
0
4
 

1
0
,3

3
8
 

2
.0

 
1
3
2
 

4
,7

0
8
 

2
.8

 
6
,8

5
3

/
2
4
1
,2

2
1

(2
.8

%
)

1
あ
る

(3
8
.0

%
) 

2
1

9
,2

8
4
 

1
4
2
,3

4
2
 

6
.5

 
0
 

0
 

4
2
7
 

2
1
,0

9
8
 

2
.0

 
8
0
1
 

6
5
,7

0
3
 

1
.2

 
1
0
,5

1
2

/
2
2
9
,1

4
3

(4
.6

%
)

2
な
い

*
1

2
3

1
,1

8
5
 

1
3
,6

2
0
 

8
.7

 
0
 

0
 

2
1
 

1
,5

0
3
 

1
.4

 
0
 

7
2
 

0
.0

 
1
,2

0
6

/
1
5
,1

9
5

(7
.9

%
)

1
あ
る

(3
.0

%
) 

3
6

1
,7

5
8
 

3
4
,8

3
0
 

5
.0

 
1
 

10
 

1
0
.0

 
3
1
1
 

4
,0

4
9
 

7
.7

 
2
0
9
 

3
,3

6
9
 

6
.2

 
2
,2

7
9

/
4
2
,2

5
8

(5
.4

%
)

1
あ
る

(3
9
.0

%
) 

3
8

1
,1

5
1
 

2
4
,6

4
5
 

4
.7

 
0
 

0
 

3
1  

1
,7

5
2
 

1
.8

 
1
0
6
 

4
,6

0
2
 

2
.3

 
1
,2

8
8

/
3
0
,9

9
9

(4
.2

%
)

1
あ
る

(2
.0

%
) 

4
7

8
2
9
 

1
8
,5

2
0
 

4
.5

 
0
 

0
 

5
8
 

2
,1

4
0
 

2
.7

 
3
1
 

5
,4

4
5
 

0
.6

 
9
1
8

/
2
6
,1

0
5

(3
.5

%
)

1
あ
る

(7
0
.0

%
) 

4
8

6
,7

4
3
 

1
1
2
,9

1
3
 

6
.0

 
6
 

2
32

 
2
.6

 
8
1
0
 

2
2
,8

0
7
 

3
.6

 
2
0
3
 

1
0
,6

9
6
 

1
.9

 
7
,7

6
2

/
1
4
6
,6

4
8

(5
.3

%
)

1
あ
る

(1
9
.0

%
) 

5
8

8
,3

8
4
 

1
5
8
,0

0
9
 

5
.3

 
0
 

0
 

8
8
6
 

3
3
,8

5
8
 

2
.6

 
6
8
 

9
,1

8
4
 

0
.7

 
9
,3

3
8

/
2
0
1
,0

5
1

(4
.6

%
)

1
あ
る

(1
0
.0

%
) 

8
2

1
3
,3

5
0
 

3
6
1
,5

3
3
 

3
.7

 
0
 

0
 

8
2
2
 

2
9
,3

3
7
 

2
.8

 
1
2
2
 

4
5
,3

8
6
 

0
.3

 
1
4
,2

9
4

/
4
3
6
,2

5
6

(3
.3

%
)

1
あ
る

(2
.0

%
) 

8
3

7
9
2
 

2
9
,5

1
5
 

2
.7

 
0
 

1
5
 

0
.0

 
5
0

2
,0

4
4

2
.4

 
1
1
 

3
,2

4
5
 

0
.3

 
8
5
3

/
3
4
,8

1
9

(2
.4

%
)

1
あ
る

(3
.0

%
) 

8
4

7
2
2
 

1
2
,2

8
3
 

5
.9

 
0
 

0
 

4
2

9
9
4

4
.2

 
0
 

1
7
 

0
.0

 
7
6
4

/
1
3
,2

9
4

(5
.7

%
)

1
あ
る

(1
0
.0

%
) 

8
5

3
1
,1

8
7
 

7
9
6
,7

0
1
 

3
.9

 
3
7
 

6
83

 
5
.4

 
2
,3

9
3

7
8
,1

6
0

3
.1

 
4
0
0
 

4
9
,0

4
9
 

0
.8

 
3
4
,0

1
7

/
9
2
4
,5

9
3

(3
.7

%
)

1
あ
る

(1
0
.0

%
) 

8
6

9
,2

8
0
 

1
6
1
,4

9
9
 

5
.7

 
3
4
2
 

4
,9

40
 

6
.9

 
6
4
7

1
1
,8

6
6

5
.5

 
1
,1

2
5
 

3
5
,8

9
3
 

3
.1

 
1
1
,3

9
4

/
2
1
4
,1

9
8

(5
.3

%
)

2
な
い

*
2

9
0

2
,0

3
4
 

7
5
,4

0
8
 

2
.7

 
0
 

0
 

2
0

7
5
8

2
.6

 
8
 

7
,7

2
1
 

0
.1

 
2
,0

6
2

/
8
3
,8

8
7

(2
.5

%
)

1
あ
る

(3
9
.0

%
) 

9
5

3
,6

5
8
 

1
8
6
,2

0
4
 

2
.0

 
0
 

0
 

8
3

9
,3

1
9

0
.9

 
5
3
 

2
6
,0

1
5
 

0
.2

 
3
,7

9
4

/
2
2
1
,5

3
8

(1
.7

%
)

1
あ
る

(1
.0

%
) 

実
施
し
て
い
な
い
理
由

*1
:個

人
情
報

保
護
法
な
ど
に
よ
り
情
報
を
開

示
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
組
織
と
同
時
に
提
出

さ
れ
た
検

体
に
つ
い
て
は
全
件
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。

*2
:多

数
の
検
体
を
扱
っ
て
い
る
た
め
現
状
で
は
困
難
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表９－１．婦人科細胞診抜き取り標本（ＣＹ１～ＣＹ３）の結果

Ａ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｂ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｃ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｄ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｅ 良 好
CY1やや不良
CY2・3良好 良 好 良 好 ASC-US コメント乏しい

Ｆ 良 好 良 好 良 好 良 好 CY3指導方針を生検(4)にすべき

Ｇ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｈ 良 好 良 好 良 好 良 好 （細胞診断）報告書の修正が望まれる。ベセスダへ

Ｉ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｊ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｋ 良 好 良 好 良 好 良 好 CY2,CY3入れ間違い

Ｌ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｍ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｎ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｏ 良 好 良 好 良 好 良 好

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
の適否  総合評価

*１
 コ  メ  ン  ト

*２

＊１　総合評価の「良好」、「やや不良」、「不良」は、標本、コメント内容、スクリーニング結果について
それぞれの適否の程度を総合的にみて判定したものです。

＊２　標本ごとのコメントは、各検査所に配付した個別表をご参照下さい。

施設
標　本
の適否

ｺﾒﾝﾄ内容
の適否
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表９－２．喀痰細胞診抜き取り標本（ＣＹ４・ＣＹ５）の結果

Ａ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｄ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｅ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｆ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｇ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｈ 良 好
CY4やや不良

CY5良好 良 好 良 好

Ｉ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｊ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｌ 良 好 良 好 良 好 良 好

Ｍ 良 好
CY4良好

CY5やや不良 良 好 良 好

Ｎ 良 好 良 好
CY4良好

CY5やや不良 良 好

Ｏ 良 好 良 好 良 好 良 好

 総合評価*１  コ  メ  ン  ト*２

＊１　総合評価の「良好」、「やや不良」、「不良」は、標本、コメント内容、スクリーニング結果について
それぞれの適否の程度を総合的にみて判定したものです。

＊２　標本ごとのコメントは、各検査所に配付した個別表をご参照下さい。

施設
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
の適否

ｺﾒﾝﾄ内容
の適否

標　本
の適否




